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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

１ 地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害者総合支援法第７７条及び第７８条に基づき、国が

定めた「地域生活支援事業実施要綱」に沿って、障がい者や障がい児が自立した

日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、

県及び市町村が柔軟な形態により、効果的・効率的に実施するものです。

県における地域生活支援事業は、市町村相互間の連絡調整を行う事業や広域的

な対応が必要な事業等を必須事業として、その他各種事業を任意事業として実施

します。

（１）県の必須事業

① 専門性の高い相談支援事業

ア 高次脳機能障がい及びその関連障害に対する支援普及事業

・高次脳機能障がいについて、支援拠点機関である農協共済別府リハビリテ

ーションセンター（別府市）及び諏訪の杜病院（大分市）に相談支援コー

ディネーターを配置し、専門的支援を行うとともに、関係機関との地域支

援ネットワークの構築及び研修等により、適切な支援が提供される体制整

備を図ります。

イ 発達障がい者支援センター運営事業

・発達障がい者（児）に対する支援を総合的に行う地域の拠点として大分県

発達障がい者支援センター（大分市）を設置し、本人や家族が抱える発達

障がいに関する様々な問題についての相談に応じ、助言や情報提供を行う

とともに、発達障がいに関する理解促進や研修等を行います。

② 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業

ア 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業

・聴覚障がい者に対する支援等を行うため、手話通訳者等の養成研修を実施

します。

イ 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業

・盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の

支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。
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③ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業

・聴覚障がい者の自立と社会参加を図るため、市町村域を越える広域的な派

遣、複数市町村の住民が参加する障がい者団体等の会議、研修等及び市町

村における対応が困難な派遣について、手話通訳者又は要約筆記者の派遣

を行います。

・盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の

支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。

④ 広域的な支援事業

ア 県相談支援体制整備事業

・市町村の相談支援体制の充実・強化を図るため、個別案件に応じた専門の

アドバイザーを市町村自立支援協議会等に派遣します。

・市町村自立支援協議会等に対し、ネットワーク構築に向けた助言・調整

や地域の課題・困難事例に係る助言等を行うことで、地域相談支援体制の

整備促進を図ります。

イ 精神障害者地域生活支援広域調整等事業

・県内６圏域にある精神障がい者地域移行支援協議会等を活用し、県、市町

村、精神科病院、相談支援事業所、福祉サービス事業者など関係機関が連

携して、地域生活への移行に向けた支援及び地域生活を継続するた めの

支援を推進します。

ウ 発達障害者支援地域協議会による体制整備事業

・発達障がい者及びその家族や医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関

により構成する発達障がい者支援地域協議会において、地域における発達

障がいに関する課題についての情報共有と関係機関等の連携の緊密化及び

支援体制の充実を図ります。

（２）県の任意事業

① サービス・相談支援者、指導者育成事業

ア 相談支援従事者等研修事業

・相談支援に従事する相談支援専門員等を育成し、資質の向上を図ります。
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イ サービス管理責任者研修事業

・障害福祉サービスの質を確保するため、個別支援計画の作成やサービス提

供プロセスの管理等を行うために配置される「サービス管理責任者」及び

「児童発達支援管理責任者」を育成し、資質の向上を図ります。

ウ 居宅介護従事者等養成研修事業

・障がい者等の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護を提供

するため、必要な知識、技能を有する居宅介護従事者等の養成を図ります。

② 日常生活支援

・オストメイト、音声機能障がい者に対する日常生活上必要な生活訓練や社

会適応訓練等を実施し、生活の質の向上を図ります。

③ 社会参加支援

ア 手話通訳者設置（遠隔手話通訳サービスの実施）

・聴覚障がい者のコミュニケーションの円滑化を推進するため、手話通訳者

の同行がなくても意思疎通が可能となるよう、スマートフォンやタブレッ

トを利用した遠隔手話通訳サービスを提供し、合理的配慮の推進及び聴覚

障がい者の社会参加を促進します。

イ 字幕入り映像ライブラリーの提供

・聴覚障がい者に対し、字幕または手話を挿入したＤＶＤの貸し出しを行う

ことにより、社会参加を促進します。

ウ 点字による即時情報ネットワーク

・点字によらなければ日常生活に必要な諸情報を取得できない視覚障がい者

を対象に、パソコン通信ネットワークを介して新聞等の最新情報を迅速に

提供し、社会参加を促進します。

エ 都道府県障害者社会参加推進センター運営

・地域における障がい等の社会参加推進事業の推進を図ることにより、障が

い者等の社会参加を促進します。

オ 奉仕員養成研修

・視覚障がい福祉に理解のある者を対象に、点訳・音訳の指導を行い奉仕員

の養成を進めます。
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カ レクリエーション活動等支援

・障がい者の交流、余暇活動の質の向上、体力増強等に資するため、各種レ

クリエーション教室やスポーツ大会の広域開催など、市町村と連携し、地

域間の取組に格差が生じないよう、障がい者が社会参加活動を行うための

環境の整備や必要な支援を行います。

２ 地域生活支援促進事業

地域生活支援促進事業は、地域生活支援事業に加え、国が定めた「地域生活

支援促進事業実施要綱」に沿って、政策的な課題に対応する事業を計画的に実

施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わら

ず、国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の

実現に寄与することを目的に実施するものです。

① かかりつけ医等発達障がい対応力向上研修事業

・発達障がいの診断や言語療法等の訓練が可能な医療機関が少なく、特定の

機関に診療が集中していることから、地域の小児科医等のかかりつけ医へ

の専門研修等を行うことにより、発達障がいに対応可能な医療機関の増加

を図ります。

② 発達障害者支援体制整備事業

・大分県発達障がい者支援センターに発達障がい者地域支援マネージャーを

配置し、市町村や障害福祉サービス事業所における困難事例対応への助言

・指導及び関係機関への連絡・調整等を行います。

③ 障害者虐待防止対策支援事業

・障がい者虐待の未然防止及び早期発見、迅速な対応、再発防止等のため、

関係機関等との連携協力体制の整備等を図ります。

④ 障害者就業・生活支援センター事業

・職場不適応により離職した者や離職のおそれがある在職者など、就職や職

場への定着が困難な障がい者及び就業経験のない障がい者に対し、障害者

就業・生活支援センターにおいて、就業及びこれに伴う日常生活、社会生

活上の支援を行うことにより、障がい者の職業生活における自立を図りま

す。
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⑤ 工賃向上計画支援事業

・事業所で働く障がい者の工賃水準を引き上げるため、工賃向上計画を策

定し、官民一体となった取組を推進することにより、障がい者が地域で

自立して生活できるよう支援します。

⑥ 障害者芸術・文化祭のサテライト開催事業

・全国障害者芸術・文化祭と連携・連動して、障がい者の創造・鑑賞・発

表の機会を提供します。

⑦ 医療的ケア児等総合支援事業

・人工呼吸器を装着している障がい児その他日常生活を営むために医療を要

する状態にある障がい児（医療的ケア児）が、その心身の状態に応じた適

切な支援を受けられるよう、専門人材の育成やサービスの充実を図るとと

もに、保健、医療、福祉その他の各関連分野の連携体制を整備します。

⑧ 強度行動障害支援者養成研修事業

・強度行動障害のある方への支援者を育成し、その資質向上を図ります。

⑨ 障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業

・障害福祉従事者の確保や専門性の向上を図る観点から、障害福祉従事者研

修に参加することを促すため、研修受講期間中の代替要員確保のための支

援を行います。

⑩ 「心のバリアフリー」推進事業

・「心のバリアフリー」（様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、

相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことをい

う。）を広めるための広域的な取組を行うことにより、共生社会の実現を

図ります。

⑪ 身体障害者補助犬育成促進事業

・身体障がい者の自立と社会参加を促進するため、盲導犬等の身体障害者補

助犬を育成し、補助犬ユーザーの社会参加を一層促進します。
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⑫ 発達障がい害児者及び家族等支援事業

・子どもの発達が気になる保護者に対し、子どもの特性に対する客観的な理

解の仕方や関わり方を学ぶことができる研修会（ペアレントプログラム）

を実施します。

⑬ 精神障害にも対応した包括ケアシステムの構築推進事業

・精神科病院等の医療機関、市町村等との重層的な連携による支援体制を構

築し、地域の課題を共有した上で行う地域包括ケアシステムの構築に資す

る取組を推進します。

⑭ 特別促進事業

・地域の特性等に応じた政策的な課題の解決を図るための事業を計画的に実

施することにより、障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営む

ことを支援すます。
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３ 障害福祉サービス量の見込み

(１)圏域での障害福祉サービス見込量

※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数

令和元(2019)年度 令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度

実績

時間 60,004 65,838 68,816 70,517

人分 2,197 2,337 2,362 2,390

②日中活動系サービス 実績

人日分 57,787 59,709 60,539 61,328

人分 2,828 2,909 2,944 2,978

人日分 897 1,133 1,175 1,205

人分 63 71 73 75

人日分 2,731 3,203 3,355 3,531

人分 181 215 225 235

人日分 3,928 4,420 4,640 4,920

人分 231 260 272 288

人日分 21,781 23,242 23,921 24,678

人分 1,074 1,148 1,182 1,220

人日分 79,946 87,903 91,387 94,959

人分 4,566 5,019 5,228 5,435

就労定着支援 人分 60 74 85 99

療養介護 人分 348 353 354 354

人日分 1,622 2,392 2,546 2,677

人分 308 426 459 486

人日分 153 255 268 277

人分 30 53 56 58

人日分 1,775 2,647 2,814 2,954

人分 338 479 515 544

③居住支援・施設系サービス 実績

自立生活援助 人分 43 43 44 45

共同生活援助 人分 1,994 2,192 2,268 2,349

施設入所支援 人分 1,906 1,893 1,887 1,879

短期入所（福祉型）

①訪問系サービス

種          類

見込量

見込量

見込量

短期入所（医療型）

居宅介護
重度訪問介護
行動援護
重度障害者等包括支援
同行援護

就労移行支援

自立訓練（生活訓練）

生活介護

自立訓練（機能訓練）

短期入所

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）
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※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数

令和元(2019)年度 令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度

④相談支援 実績

計画相談支援 人 2,575 2,948 3,096 3,253

地域移行支援 人 18 31 34 38

地域定着支援 人 53 114 133 154

⑤障害児通所支援 実績

人日分 8,840 9,896 10,847 11,713

人分 819 900 982 1,061

人日分 124 157 157 157

人分 24 26 26 26

人日分 27,969 35,432 38,470 41,626

人分 1,853 2,360 2,547 2,742

人日分 26 118 128 139

人分 24 105 113 122

人日分 0 76 76 80

人分 0 9 9 10

⑥障害児相談支援 実績

障害児相談支援 人 857 1,116 1,251 1,392

見込量

種          類

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

見込量

居宅訪問型児童発達支援

見込量
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(２)圏域別・サービス種類別・障害福祉サービス見込量

①訪問系サービス

17,776 18,363 18,372 18,386 

30,717 
33,948 

36,772 38,309 

1,470 

1,822 

1,872 
1,922 

1,821 

2,251 

2,287 
2,327 

2,568 

3,338 

3,357 
3,393 

5,654 

6,116 

6,156 
6,180 

60,004 

65,838 

68,816 
70,517 

0時間

10,000時間

20,000時間

30,000時間

40,000時間

50,000時間

60,000時間

70,000時間

Ｒ元（2019）年度 Ｒ３（2021年度） Ｒ４(2022)年度見込 Ｒ5(2023)年度見込

北部

西部

豊肥

南部

中部

東部

計

548 568 568 571 

1,042 
1,118 1,136 1,154 

107 

113 117 121 
101 

108 108 108 164 

186 187 189 235 

244 246 247 2,197 

2,337 
2,362 2,390 

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

Ｒ元（2019）年度 Ｒ３（2021年度） Ｒ４(2022)年度見込 Ｒ5(2023)年度見込

北部

西部

豊肥

南部

中部

東部

計
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②日中活動系サービス

〈生活介護〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数

10,371 10,688 10,783 10,981

24,302 25,263 25,720 26,177

5,051
5,064 5,064 5,064

4,297
4,609 4,623 4,637

5,567
5,480 5,459 5,459

8,199
8,605 8,890 9,010

57,787
59,709 60,539 61,328
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南部

中部

東部

計

515 531 536 546

1,220 1,270 1,293 1,316

239
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203
208 207 207

266
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385
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2,828
2,909 2,944
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豊肥

南部

中部

東部

計
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〈自立訓練（機能訓練）〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数

215
302 302 302

434
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計
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〈自立訓練（生活訓練）〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数

779
954 998 1,046

694

773
839

905103

124
124

144

264

310
310

310

299

362
387

412

592

680
697

714

2,731

3,203

3,355
3,531

0人日

500人日

1,000人日

1,500人日

2,000人日

2,500人日

3,000人日

3,500人日

Ｒ元（2019）年度 Ｒ３（2021年度） Ｒ４(2022)年度見込 Ｒ5(2023)年度見込

北部

西部

豊肥

南部

中部

東部

計

48
58 61 63

38

44
48 525

6
6

7

18

26
26

26
32

37
39

41
40

44
45

46

181

215

225
235

0人

50人

100人

150人

200人

250人

Ｒ元（2019）年度 Ｒ３（2021年度） Ｒ４(2022)年度見込 Ｒ5(2023)年度見込

北部

西部

豊肥

南部

中部

東部

計

- 49 -

第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

〈就労移行支援〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

〈就労継続支援（Ａ型）〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

〈就労継続支援（Ｂ型）〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

〈就労定着支援〉

〈療養介護〉
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

〈短期入所（福祉型+医療型）〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

③居住支援・施設系サービス
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

〈施設入所支援〉
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

④相談支援
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

〈地域定着支援〉
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

⑤障害児通所支援

〈児童発達支援〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

〈医療型発達支援〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

〈放課後等デイサービス〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数
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第５章 地域生活支援事業等及び障害福祉サービス量の見込み

〈保育所等訪問支援〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数
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〈居宅訪問型児童発達支援〉 ※人日分：１か月当たりの利用人数×平均利用日数
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⑥障害児相談支援

〈障害児相談支援〉
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第６章 計画の推進に向けて

１ 進行管理体制

（１）関係機関との連携

本計画は、県障害福祉課が中心となり、関係部局、関係機関・団体、障が

い当事者などと連携し、総合的かつ効果的な計画の推進を図ります。

（２）市町村との連携

地域の実情に応じた障害福祉サービスの提供体制の整備を進める観点から、

県と市町村が連携して取り組むことが重要です。

そのため、県及び市町村自立支援協議会等を活用し、現状や課題等を情報

共有しながら市町村格差のない障害福祉サービス提供体制の整備を進めます。

２ 計画の点検・評価の方策

・本計画に盛り込んだ目標等については、定期的に実績を把握し、障がい者関

連施策の動向も踏まえながら、計画の中間評価として分析及び評価を行い、

必要があると認めるときは、計画の変更、事業の見直し等の措置を講じます。

その際には、関係行政機関、学識経験者、障がい者団体等で構成される「大

分県障害者施策推進協議会」等に報告し、その意見を踏まえ、計画の効果的

な推進を図ります。

・大分県障害者施策推進協議会に対する報告や同協議会における主な意見につ

いては、県のホームページに掲載し、情報提供していきます。
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障がい福祉を取り巻く制度の変遷

年 月 事 項・内 容

４月 「発達障害者支援法」施行
・発達障がいの早期発見等に関して国及び地方自治体の責務を明確化など

平成１７年
１０月 「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）の一部を改正する法律」施行

・精神障がい者に対する雇用対策の強化など

４月 「障害者自立支援法」施行（１０月に完全施行）
・身体、知的、精神障がい者へのサービスの一元化や就労支援の抜本強化など

１８年
１２月 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する（バリアフリー新法）」施行

・主務大臣による基本方針の策定など

１９年 ４月 「学校基本法等の一部を改正する法律」施行
・従来の盲・聾・養護学校が特別支援学校に再編など

２３年 ８月 「障害者基本法の一部を改正する法律」施行
・障がい者の定義の見直しなど

２４年 １０月 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」施行
・虐待を受けた障がい者に対する保護、養護者に対する支援など

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」施行
・法律名の改正及び障がい者の定義に難病を追加など

２５年 ４月
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推
進法）」施行
・障がい者就労施設等からの物品等の調達方針の作成や実績の公表など

２６年 １月 「障害者の権利に関する条約」の批准

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」施行
・障がい者に対する不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の不提供の禁止など

２８年 ４月
「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）の一部を改正する法律」一部施行
・障がい者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）及び児
５月 童福祉法の一部を改正する法律」成立【平成３０年４月施行】

・自立生活援助、就労定着支援の創設、高齢障がい者の介護保険サービスの円滑な利用、障
がい児福祉計画の策定など

６月 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行
・文化芸術活動を通じた障がい者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的
に制定

３０年
１２月 「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」の施行

・ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及びユニバーサル社会の実現に
向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項等

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の施行
３１年 ６月 ・障がいの有無に関わらず、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受

令和元年 することができる社会の実現

「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」の施行
２年 １２月 ・聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保に寄与し、もって公共の福祉の増進

に資する
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